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諭

議

伊
磯
田
百
姓
一
投

銘
ニ
寸
三
を

(
第
五
税

凹
凹
)

七
四
六

伊

藤

の

百

姓

捺

黒

正

最

は

し

カ蓄

』
己

割
払
は
嘗
っ
て
本
誌
上
仁
於
℃
美
作
凶

ω
百
姓
ム
伐
に
閲
し
て
研
究
を
試
み
た
る
際
に
、
美
作
が
狭
小
な
る
山
岡

で
有
り
乍
ら
延
賀
元
年
勝
田
郡
地
方
の
百
姓
が
伊
勢
仁
逃
散
せ
し
を
初
ご
し
て
、
明
治
六
年
じ
至
る
迄
、
年
代
的

に
見
工
十
三
回
、
件
数
別
に
し
て
十
六
件

ω多
き
に
及
ん
で
、
百
姓
一
授
の
頻
後
せ
る
事
を
指
摘
し
、

而

τか
、

る
事
例
は
恐
ら
(
日
本
闘
中
如
何
な
る
地
方
に
も
見
出
し
得
な
い
で
の
ら
う
記
述
ぺ
た
の
で
ゐ
っ
た
。
然
る
に
今

夏
伊
謙
松
山
市
に
遊
び
、
岡
地
の
郷
土
史
家
西
岡
守
源
叫
泌
氏
を
訪
れ
い
し
際
、
同
氏
が
多
年
蒐
集
せ
ら
れ
た
る
百
姓

一
授
に
閲
す
る
一
千
余
枚
の
文
献
を
見
る
に
及
び
、
美
作
山
百
姓
一
授
の
如
き
到
底
そ
の
比
に
あ
ら
F
る
税
、
頻

々
正
し

τ百
姓
一
授
の
行
は
れ
た
る
事
を
知
つ

π。
伊
萌
胤

ω
百
姓
一
授
の
歴
史
は
天
正
十
五
年
宇
和
島
領
戸
悶
騒

動
を
以

τ初
ま
-hJ

・
明
治
五
年
の
徴
兵
一
按
に
至
っ
て
終
る
。
そ
の
件
数
賞
に
五
十
入
に
遣
し

τ居
る
。

私
は
致
ね

τよ
b
日
本
全
国
に
亘
っ
て
徳
川
崎
代
の
百
姓
一
授
に
闘
す
る
文
献
を
蒐
集
L
、
之
を
比
較
研
究

L

て
百
姓
一
授
の
特
質
を
致
へ
ょ
う
ご
努
力
し
て
居
る
が
、
就
中
百
姓
一
按
の
特
質
を
そ
の
時
代
的
裂
選
ご
、
地
理



の
さ
考
ヘ
、
特
に
こ
の
方
面
に
カ
を
注
い
で
居
る
。
而
て
之
が
匁
め
に
は
先
づ
一
地
方
の
百
姓
一
撲
を
一

t
ま
芭

的
分
布
己
に
於
て
考
案
す
る
事
は
、
徳
川
時
代
の
農
村
枇
曾
を
研
究
す
る
上
に
最
も
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
も

め
に
し
て
観
察
す
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
っ
て
、
傑
炉
に
一
二
の
事
件
の
み
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
時
代
、

そ
の
地
方

の
同
県
の
特
色
を
見
出
す
事
は
甚
だ
困
難
で
ゐ
る
。
辛
ひ
一
小
園
た
る
伊
珠
に
於

τ‘
之
れ
程
煩
繁
仁
且
つ
長
期
間

に
亘
っ
て
連
続
的
に
百
姓
一
授
が
俊
生
せ
る
事
は
、

か
、
る
研
究
に
到
し

τ肢
も
好
都
合
な
る
資
料
で
あ
る
。
是

こ
で
な
は
収
り
あ
え
中
西
凶
寺
氏
に
請
ふ
工
資
料
を
筆
zV
叫
す
る
事
に
し
た
が
、
こ
の
程
糊
〈
之
を
了
っ
た
の
で
、

之
に
よ
っ
て
以
下
少
し
〈
伊
珠
百
姓
一
授
り
如
何
な
る
も
り
な
る
か
を
考
察
し
、
徳
川
時
代
農
民
史
研
究
の
一
助

に
供
し
度
い
と
思
ふ
。茸5

伊
輸
出
百
性
一
撲
の
年
代
史

引 川'，'，c判?W"禅、司令あ号気持樫婚ラμメ付 与(

伊
藤
に
於
り
る
百
姓
一
挨

ω大
様
を
理
解
す
る
斜
め
に
、
先
づ
之
を
年
代
史
的
仁
記
述

L
て
お
く
の
必
要
が
あ

る
。
而
て
天
正
十
五
年
慶
長
五
年
の
一
百
姓
一
授
及
び
明
治
時
代
の
一
授
は
、
之
を
以
て
徳
川
時
代
百
姓
一
授
の
一

例
ざ
す
る
事
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
百
姓
一
授
の
推
移
過
程
そ
覗
ム
上
に
使
利
E
思
ふ
か
ら
、
併
せ
て
之
を
記

載
す
る
わ
け
で
あ
る
。

諭

議

世
識
の
百
姓
一
役

第
二
十
三
巻

{
第
五
班

四
五
)

七
四
じ

F
1
1
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第
五
協

第
二
十
三
番

ιq 
J、
七
五
O

議

世
議
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百
姓
ご
費

詰量

(42) (41) (40) (39) (38) (37) 

三
同
時
劫

葡

吉

明

拍

三

年

一
入
六
九

国

年

松

柏

一

銭

諸
積
。
負
投
開
減

庄
屋
に
反
村

野
村
騒
勘
余
彼

戸
籍
調
査
丑
ぴ
種

痘
に
到
す
る
設
解

援

l騒

援

同

年

野
村
一
挺

同

騒

同

四

年

一
入
七

Q

大
洲
一
挽
(
若
宮
崎
副
)

4語

久

米

一

揖

二
宮
明
殺
事

件

亜山

同

年

大
洲
騒
動
の
余
波

也大
削
雄
動
的
余
波

刷
年
内
大
訓
脳
動

自
際
品
業
を
件
。

た
る
に
到
し
補
償

を
事
む

五

年

八.
u 

同

(43) 

臼

杵

一

挨

龍

太

測

班

同

年

(44) 

徴

兵

一

捺

'" 

同

徴

兵

令

に

反

劃

右
の
内
第
九
の
大
保
木
一
授
に
閲
し
て
は
二
三
の
記
録
を
存
す
る
も
、
そ
の
記
す
所

ω年
代
が
一
致
せ
守
、

本
に
は
承
勝
二
年
己
ゐ
る
に
、
他
の
一
本
に
は
寛
文
同
年
ご

b
b
、
何
れ
を
正
蛍
ご
す
ぺ
き
か
容
易
に
考
設
し
雛

き
を
以

τ、
西
困
寺
氏
の
所
説
に
従
ひ
般
に
寛
文
四
年
ご
し
工
お
い
た
、
併
L
そ
の
文
脈
よ
り
察
す
る
に
夫
れ
以

前
よ
り
相
官
に
長
〈
騒
泌
が
縦
続
し
た
事
は
明
か
で
あ
る
。
天
保
皮
り
川
之
内
一
授
、
弘
化
度
内
新
立
口
一
授
は

一
授
年
代
史
中
に
加
へ
た
次
第

そ
の
年
夫
は
明
白
で
な
い
が
、
事
質
一
挨

ω
行
は
れ
た
事
は
確
貨
で
ゐ
る
か
ら
、

(

詰

)

で
ゐ
る
か
叉
年
代
不
詳
の
も
山
一
つ
ゐ
る
o

宵
姓
一
惜
抗
的
会
部
じ
っ
き

t
詳
細
な
る
文
献
を
手
に
す
る
事
が
出
来

な
か
っ
た
り
で
、
右
の
年
表
に
示
す
が
如
く
、
少
数

ωも
の
に
つ
き

τは
そ
の
原
因
、
経
過
等
を
詳
か
に
す
る
事

註、本舗が活字に組み上げιれてかι四闘寺民土明 illに十四併の新し(遊且主れ

た同制ニ併の資料を接取た回て'都合五十λ 件となるが.紙監白遺 v(り上稽

稿。まミlζ してお<0- ..n.本文に於てはー傍幽を五十八刊と vc論ずる。
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が
出
来
な
い
の
は
余
の
甚
だ
遺
憾
正
す
る
所
で
ゐ
る
。
之
は
後
の
碗
先
に
侯
つ
事
ご
す
。
向
ほ
一
々
の
事
併
に
つ

き
て
そ
の
経
過
の
大
様
を
も
叙
惑
す
る
の
必
要
が
あ
る
げ
れ
ど
も
、
之
は
他
の
機
曾
に
譲
り
、
私
の
通
覧
し
た
る

資
料
ド
ょ
っ

τ、
最
も
高
調
す
ぺ
き
特
徴
の
み
に
つ
き
て
類
型
的
考
察
を
試
み
よ
う
古
川
叫
ふ
o

第

伊
藤
百
姓
一
撲
の
類
別

徳
川
崎
代
に
於
工
は
百
姓
が
有
形
無
形
の
利
盆
を
主
張
せ
ん
が
縛
め
に
幽
粘

L
て
騒
擾
す
る
事
を
徒
黛
ご
稽
し

た
。
印
も
百
姓
が
共
同
の
目
標
の
悠
め
に
携
を
一
に
し

τ集
圃
的
運
動
を
な
す
事
で
あ
る
。
従
て
か
、
る
集
閥
的

運
動
は
穏
々
の
場
合
に
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
之
等
を
包
括
し
て
最
も
成
い
意
味
の
rH
性
一
決
正
い
ふ
事
が
出

る
事
は
仲
々
困
難
で
あ
る
。
只
我
々
は
一
定
の
標
準
を
立

τ、
概
念
的
に
之
を
類
別
し
う
る
に
止
る
。
而
て
所
説

ρ ' ，"^:-r-叩桝か吋，，;，も吋綿抑制;:!''l~!刷物守り"ぷ.，，"，，， 仇

来
よ
う
o

私
は
こ
の
康
義
の
百
姓
一
授
を
農
民
騒
擾
ご
名
け
、
普
通
の
用
語
例
に
於
け
る
百
姓
一
挨
郎
も
政
治
的

支
配
閲
係
に
基
く
も
の
ご
を
悶
別
し
よ
う
Z
思
ふ
。
併
し
乍
ら
農
民
騒
援
を
類
別
す
る
執
は
必
し
も
容
易
で
は
な

(
、
多
(
の
附
随
性
を
帯
び
、
穣
々
の
騒
援
が
相
互
に
閥
建

L
て
居
る
の
で
そ
の
本
欄
の
如
何
を
明
確
じ
分
解
す

百
姓
一
採
り
研
究
を
進
め
て
行
〈
に
は
、
其
の
概
念
を
確
立
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
、
先
づ
私
の
所
謂
農
民

騒
援
な
る
も
の
を
品
川
訴
し
、
政
治
的
支
配
関
係
に
基
(
狭
義
の
百
姓
一
授
が
如
何
な
る
地
位
を
有
す
る
か
を
明
か

に
し
よ
う
ご
思
ふ
。

論

議

伊
山
間
心
首
位
一
段

第
二
十
三
番

(
第
五
披

四
九
)

t 
五



言詣

議

伊
撤
回
百
姓
一
捺

停
ニ
十
二
容

(
め
五
都

五

O
}

4二
五

一
A
、
地
的
に
雌
倒
せ
る
農
民
相
互
川
町
闘
争

ィ
、
非
支
配
制
師
に
拭
(
も
の
一

:

h

一
B
、
仙
の
職
説
回
世
と
の
悶
羽
子

農

民

草

(

磁

訪

γ一

1
、
器
哨
支
配
蜘

i
}、

地
主
に
封
ず
る
一
投

一

一

1
1
4
J
A
-
E
:
B
A

一

一

一

利

レ

ト

基

〈

唱

M

一|
2
、
百
一
討
に
封
す
る
一
扶

一i
ロ
、
主
配
刷
出
に
正
〈
も
の
|

1

1

、

村

他

人

に

却

す

る

一

捺

一

3
、

政

柿

炉

支

即

刷

一

:

I

鮮
に
基
く
も
の
「
1
2
、
武
士
階
級
に
謝
す
る
一
按

(
哉
勝
義
心
百
姓
一
挟
)

右
に
於
て
怠
が
支
配
関
係
己
い
ふ
は
、
開
刷
協
相
的
階
級
及
び
政
治
的
身
分
階
級
に
恭
〈
支
阻
関
係
を
意
味
す
る
。

乍
併
総
川
時
代
に
於
て
は
問
よ
わ
経
秘
的
階
級
も
相
詰
に
投
法
せ

L
も
、
封
建
制
肢
の
下
仁
一
於

τは
政
治
的
一
枇
曾

的
身
分
階
級
の
方
が
よ
り
重
大
な
る
意
義
を
有

L
・
品
肌
曾
の
支
配
聞
係
は
主
ご
し
て
政
治
的
身
分
階
級
に
よ
っ
工

生
じ
.
経
済
的
階
級
に
基
く
支
配
は
事
ゐ
附
随
的
の
も
の
さ
見
る
べ
き
で
ゐ
る
。
右
の
い
は
封
建
制
度
の
下
に
於

け
る
被
論
者
階
'
滅
た
る
農
民
及
び
町
人
聞
に
於
げ
る
闘
守
に
し
て
、
階
級
的
支
配
に
基
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

叫
は
あ
る
一
定
地
域
に
居
佳
せ
る
農
民
が
固
結
[
て
他
の
地
城
山
一
農
民
正
守
闘
す
る
場
合
に
[
て
、
埼
界
問
題
、

山
論
、
水
論

ω如
一
一
さ
は
之
に
崩
す
o

か
、
る
府
中
闘
は
多
〈
合
法
的
な
る
方
法
じ
よ
う

τ司
直
の
裁
判
を
侠
一
ツ
を
常

Z
す
れ
ど
も
、
時
に
暴
力
に

4
つ

τ悶
守
し
た
場
合
が
あ
る
。
又
こ
の
裁
判
の
判
決
{
劃
し
て
農
民
が
不
平
を
懐

言
、
武
士
階
級
に
劃

Lτ
反
抗
す
る
に
至
つ
セ
場
合
虫
色
多

ν。
川
は
多
〈
所
謂
「
釘
も
毅
」
に
類
し
、
町
人
に
暫
し



て
反
戚
を
懐
り
る
百
姓
が
町
人
を
相
手
正
し

τ騒
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
付
に
属
す
る
も
の
も
二
つ
に
分
つ

事
が
出
来
る
、
川
一
は
無
康
農
民
一
か
困
健
を
組
み
て
有
一
産
者
た
る
地
主
音
家
に
謝
抗
す
る
場
合
、
郎
も
経
済
的
階
級

支
配
に
基
〈
も
り
で
あ
る
o

小
山
は
政
治
的
身
分
階
級
支
配
に
基
く
も
の
に
し
て
、
村
役
人
に
劃
す
る
も
の
さ
武
士

前

>IA 

H
V
践
の
百
姓
一
一
世

都一一
E
1
=
一経

(
第
五
杭

五

七
五
三

階
級
に
謝
す
る
も
の
ピ
が
あ
る
。
村
役
人
は
ゐ
る
意
味
に
於

τ農
民
で
あ
る
が
、

之
は
武
士
階
級
ピ
同
じ
〈
政
治

的
に
は
支
配
階
紋
己
見
て
差
支
へ
は
あ
る
ま
い
。
而

J

普
通
の
用
語
例
に
於
け
る
百
姓
一
授
は
こ
の
最
後
の
部
類

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
卸
も
政
治
上
被
治
者
階
級
に
る
百
姓
が
品
加
者
階
級
た
る
武
士
に
謝
L
て
自
己
階
級
の

利
盆
を
主
張
せ
ん
が
斜
め
に
す
る
一
闘
の
刺
曾
迩
動

ω義
主
あ
る
。
闘
よ
h
百
姓
が
圏
結

L
τ
騒
擾
す
る
場
合
仁

は
-
そ
の
運
動
が
決
し
て
草
一
で
は
な
(
、
武
士
階
級
に
謝
す
る
一
援
で
も
、
村
役
人
に
謝
し
て
も
反
抗
し
、
或

は
富
H
A
t
破
却
す
る
等
、
色
々
の
附
随
性
を
合
む
に
至
る
こ
己
は
言
を
侠
た
ぬ
。
又
村
役
人
は
大
誕
地
主
宮
家
な

る
が
故
に
、
支
配
者
階
級
た
る
武
士
の
代
帰
者
た
る
事
正
経
済
的
支
配
者
で
あ
L
E
の
両
方
の
意
味
で
一
携
の
謝

晶
誕
百
な
る
場
合
が
あ
る
o

右
の
如
〈
概
念
的
に
は
郁
々
区
別
す
る
事
が
出
来
る
が
、
併
し
封
建
制
度
の
下
に
於
て

は
結
局
之
等
は
武
士
階
紋
仁
謝
す
る
一
授
に
締
右
す
べ
き
傾
向
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、
叉
徳
川
崎
代
の
百
姓
一

拙
院
が
武
士
階
級
仁
射
す
る
農
民
の
反
抗
的
迷
動
で
あ
る
純
に
於
て
初
め
て
一
風
曾
史
上
に
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る

の
で
ゐ
る
o

蓋
し
そ
の
他

ω類
別
に
嵐
す
る
農
民
騒
援
は
、
必

L
も
徳
川
時
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
〈
、
如
何

な
る
時
代
に
も
存
荘
し
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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議

伊
織
白
百
姓
一
段

州
市
二
十
ニ
岱

会
市
五
抗

五

) 

七
五
凹

然
ら
ば
伊
噛
捕
の
百
姓
一
授
は
右
の
類
別
に
於
て
如
何
な
る
地
位
を
有
す
る
か
。
年
代
史
的
記
述
に
於
て
朋
か
な

i

l

・

る
か
如
〈
、

そ
の
殆
ど
凡
べ
て
が
武
士
階
級
の
苛
欽
諒
求
、
し
謝
す
る
も
り
正
、
庄
尾
の
非
遣
に
閲
す
る
も
の
に
し

て
・
徳
川
崎
代
特
有

ω百
姓
一
一
撲
で
あ
る
。
こ
の
類
別
以
外

ω
一
授
に
閲
し
て
は
文
献
が
蒐
集
さ
れ
て
居
な
い
か

ら
、
そ
の
存
否
を
悩
々
に
論
争
る
事
は
出
来
な
い
が
、
恐
ら
〈
特
筆
す
ぺ
き
程
の
大
事
件
正
し
て
は
貨
暦
明
和
の

頃
に
於
け
る
放
火

ω水
論
位
の
も

ωで
ゐ
る
が
、
之
は
聞
も
な
終
始
し
た
。
賞
暦
五
年

ω山
田
騒
動
及
び
幕
末
の

二
三
の
騒
動
は
富
絡
者
に
謝
す
る
反
抗
運
動
で
あ
る
が
、

之
も
過
渡
的
例
外
的
な
事
件
E
ゐ
る
o

之
は
惟
ふ
に
、

武
士
階
級
の
諒
求
が
大
に
し

τ、
有
産
無
産
の
農
民
が
一
足
に
闘
守
し
た
り
、
又
隣
村
同
志
争
闘
す
る
の
総
裕
が
な

か
っ
た
事
に
基
〈
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
て
之
等
の
特
殊
百
姓
一
校
が
狭
義
の
百
姓
一
授
の
俊
生
L
な
か
っ
た

叫
に
行
は
れ
し
に
徴
し
て
も
此
法
の
消
息
が
覗
は
れ
る
。

第

伊
球
百
姓
一
扶
の
形
態

百
姓
一
授
の
形
態
は
之
を
積
極
的
抵
抗
に
よ
る
も
の
正
消
極
的
抵
抗
に
よ
る
も
の
ご
に
分
つ
事
が
出
来
る
。
消

極
的
抵
抗
ご
は
却
も
挑
一
散
で
ゐ
る
。
之
は
前
者
の
如
〈
現
批
で
は
な
く
極
め
て
陰
惨
な
る
も
の
で
め
る
が
、
最
も

有
力
な
る
抵
抗
手
段
で
ゐ
る
o

普
通
百
姓
一
授
は
積
極
的
抵
抗
に
よ
?
を
常
ざ
す
。
こ
の
二
つ
の
挺
抗
形
態
は
如

何
な
る
場
合
に
行
は
れ
た
か
は
時
ご
所
正
じ
よ
っ
て
異
り
容
易
に
之
を
断
定
す
る
事
は
出
家
な
い
が
、
原
則
上
支



配
者
の
権
力
が
強
大
な
る
場
合
に
於
て
消
極
的
抵
抗
が
行
は
る
、
傾
向
が
あ
る
。
然
る
に
伊
政
の
困
に
於

τは、

徳
川
の
中
央
集
権
的
封
建
制
度
が
確
立
せ
ら
れ
た
る
初
期
に
は
消
極
的
時
抗
少
〈
し
て
、
武
士
階
級
の
統
制
力
の

弛
緩
し
初
め
た
る
中
世
以
後
に
至
h
て
、
騒
援
の
大
部
分
は
消
極
的
抵
抗
己
な
っ
て
居
る
υ

之
は
他
に
類
例
の
少

き
事
に
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
勅
で
あ
る
o

そ
の
理
山
に
腕
し
て
は
郁
々
の
解
粋
を
加
へ
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら

う
が
、
余
の
考
ふ
る
所
で
は
、
伊
藤
の
闘
が
小
器
に
分
裂
せ
る
縛
め
百
姓
が
困
結
す
る
も
有
力
な
る
抵
抗
を
な
し

相
官

F
る布市、

一
援
の
行
は
れ
し
地
域
の
狭
小
な
る
幕
、
従

τ叉
隣
務
に
近
接
せ
る
潟
め
逃
む
に
便
利
な
ム
リ
し
事
、

度
々
の
一
撲
に
よ
っ
て
逃
散
が
最
も
有
放
な
る
抵
抗
方
法
な
る
を
鱒
験
せ
し
事
等
を
理
由
正
し
て
奉
げ
る
事
が
出

来
る
ご
思
ふ
。
最
初
の
逃
散
ご
い
ふ
べ
き
寛
保
元
年
の
久
一
々
山
一
撲
に
於

τは
、
松
山
滞
は
筑
の
施
L
従
な
(
、

菅
生
山
の
償
侶
を
仮
遺
L
t
百
姓
の
要
求
を
全
部
容
れ
、
漸
〈
蹄
村
せ

L
h
u
る
布
引
が
出
来
た
位
で
、
大
成
羽
し
た

の
で
ゐ
る
。

つ
ま
h
百
姓
は
こ
の
手
を
先
え
た
わ
り
で
あ
る
o

叉
隣
絡
が
易
々
ご
し
て
逃
散

ω百
姓
を
入
れ
た
所

を
見
る
ご
、
小
務
が
謝
立
し
て
互
に
嫉
班
反
目
し
、
逃
散
農
民
に
封
し
附
帥
酬
に
加
勢
し
て
居
た
ど
も
推
察
出
来

る
o

併
し
何
れ
に
す
る
も
一
般
に
伊
強
の
一
授
は
正
々
堂
々
ピ
戦
ひ

L
場
合
少
〈
、

只
示
威
運
動
を
す
る
の
み
じ

τ、
暴
動
に
至
っ
た
も
の
は
極
め

τ稀
で
あ
る
o

寛
永
七
年
の
片
原
一
挨
に
於
て
、
大
風
に
乗
じ
て
問
時
に
火
を

放
ち
立
毛
を
焼
き
捌
ふ

τ負
撹
を
兎
れ
ん
ご
し
た
る
が
如
き
は
最
も
稀
有
な
る
挺
抗
方
法
で
あ
る
。
要
す
る
に
伊

時
閣
の
百
姓
一
捺
は
消
極
的
抵
抗
の
多
量
を
以
て
最
も
著
し
き
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
計
、

(
肘
時
五
批

五
三
}

部
門
二
十
三
#
山

J
L

五

E

諦

置t

伊
践
の
百
削
一
斡

伊散のみならγ、総じて四岡iζ於ては逃散が届々行はれ、土佐、譲位、阿披

l士何れもその例を~r，J!山に布する。他白地方には四岡山如{大規模の豆島融自仰
が少ν、。 ζ 由法白研究は最も必弾な事てある。
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第
四

伊
諜
百
姓
一
撲
の
原
因

百
姓
一
授
の
-
胤
囚
は
之
を
素
悶
己
近
悶
さ
に
分
っ
て
考
・
疑
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
議
困
は
そ
の
一
授
の
行
は
れ
し
地

方
り
政
治
的
自
然
的
刑
命
的
羽
怖
に
よ
っ

τ培
養
せ
ら
れ
た
る
事
件
後
生
に
謝
す
る
素
地
で
あ
る
o

従
て
根
本
に

遡
れ
ば
、
封
雑
制
度
そ
り
も
の
が
百
姓
一
授
の
培
養
素
地
で
あ
る
が
、
之
は
百
姓
一
授
の
必
然
的
普
遍
的
前
提
を

な
す
も
の
な
る
が
放
に
之
を
説
明
す
る
心
必
要
は
な
い
。
先
づ
封
建
制
度
の
下
に
於
り
'
Q

一
四
択
愛
生
地
の
特
殊
素

因
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
向
t
h
r
る
、
素
因
の
存
在
セ
前
川
時
ご
[
、
之
に
運
動
の
最
後
の
原
因
の
加
る
時
に
一
携

が
物
愛
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
原
因
企
近
因
子
」
名
け
る
。
然
ら
ば
伊
珠
に
於
け
る
百
姓
一
授
は
如
何
な
る

素
地
の
上
に
培
は
れ
た
も
の
で
ゐ
る
ゲ
伊
】
概
観
す
れ
ば
尖
の
如
(

E
ゐ
る
。
而
て
こ
の
素
凶
は
伊
珠
の
百
姓
一
挨

を
解
明
す
る
矯
め
に
は
最
も
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
も
内
ピ
思

ι。

)
 

(
 
伊
藤
の
閣
が
小
務
に
分
割
さ
れ
て
ゐ
た
ニ
.
こ
は
百
姓
一
捺
頒
後
に
到
し

τ最
も
重
大
な
る
聞
係
を
有
す
る

も
り
ご
思
ふ
o

他
の
地
方
仰
例
に
於
で
も
・
小
諮
の
謝
立
せ
る
場
合
・
叉
は
天
保
や
諸
滞

J

り
飛
地
が
入
力
組
ん
で

行
政
管
溢
の
小
な
る
場
合
じ
、

2

領
主
炉
規
撲
に
交
替
す
る
場
合
に
も
一
授
が
氾
h
易
い
の
で
ゐ
る
が
、
伊
藤
の
小
稽
は
可
な
り
屡
々
領
主

が
交
替
し
た
。
領
主
が
交
替
す
る
事
は
主
従
的
貌
・
舗
の
度
h
T
滅
す
る
の
み
な
ら
十
、
領
主
の
交
替
に
際
し
て
は
倹

一
授
時
四
畿
の
傾
向
の
与
す
る
に
徴
し

τも
明
か
で
あ
る
。



地
が
股
格
に
符
は
れ
、
農
民
の
負
摺
を
重
〈
す
る
の
杭
旧
市
Z
な
る
。
検
地
の
改
正
は
多
〈
の
場
合
に
於
て
一
授
畿

憧
慢
せ
し
事
も
、
逃
散
り
一
一
胤
悶
に

L
て
、
必
し
も
支
配
者
に
劃
す
る
反
抗
の
み
さ
は
限
ら
な
い
で
あ
ら
う
o

伊
地
内
百
州
問
↑
投

論

議

策
ニ
十
コ
谷

(
第
五
就

五
五
)

ヒ
庄
七

一
一
二
一

生
の
素
因
ビ
な
っ
て
居
品
。

か
の
宇
和
島
僚
に
於
て
最
も
頬
紫
に
一
授
凶
一
行
は
れ
忙
の
は
、

伊
法
秀
中
部
が
所
領
十

高
石
の
内
三
百
円
治
を
分
も
て
末
子
宗
純
に
奥
へ
吉
国
務
三
官
円
五
引
を
樹

τ
た
る
錫
的
、

そ
の
石
高
の
減
少
を
補
は
ん

ピ
し
て
寛
文
十
年
よ
り
十
二
年
に
一
日
一
っ
て
厳
格
な
る
俊
地
を
行
ぴ
、
三
官
同
石

ω打
出
を
治
し
た
る
結
果
に
外
な
ら

f，l 
0 

)
 

q
d
 

代
に
敗
退
せ
る
も

ωは
、
新
し
き
領
主
に
よ
っ
て
腿
迫
せ
ら
れ
た
る
結
巣
、
決
死
の
反
抗
を
な

L
た
一
事
は
、
徳
川

伊
藤
は
往
古
よ
り
群
雄
の
削
健
せ
し
所
に

L
て
そ
の
子
孫

ω農
民
‘
乙
な
れ
る
も
り
が
甚
花
多
い
。
戦
闘
時

初
期
の
一
撲
の
性
質
に
徴
し
て
も
推
察
す
る
事
が
出
来
る
。
即
も
農
民
の
反
抗
的
精
神
、
従
工
闘
争
的
結
納
の
強

烈
な
る
事
も
、

一
探
後
生
の
索
閃
ご
し
て
大
に
考
慮
す
ぺ
き
知
で
あ
っ
て
、
之
は
管
に
伊
輸
措
の
み
の
事
例
で
は
な

L 、。A
官

展
を
計
る
の
除
地
な
〈
、
常
時
流
通
経
済
の
唆
肱

L
っ
、
ゐ
る
中
に
於
て
、
よ
く
之
に
抱
腹
す
る
副
が
困
難
で
あ

小
滞
に
分
れ
た
る
結
果
各
務
の
財
政
が
小
規
模
な
り
し
上
に
、

自
然
的
事
情
に
制
限
せ
ら
れ
て
経
済
の
後

っ
た
。
農
民
が

授
を
起
す
特
に
他
制
に
逃
散
せ
し
は
白
分
の
務
内
に
於
C
充
分
に
経
憐
的
活
動
全
錯
す
の
俳
地

な
か

0
し
一
暑
を
一
不
f
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
。
他
傾
に
逃
敬
す
れ
ば
よ
り
よ
き
活
動
の
天
地
を
求
め
ら
る
も
の
Z



伊
説
。
百
位
一
説

次
に
近
因
ご
し

τ奉
「
べ
き
も
の
は
、
巴
に
年
代
史
仁
於
て
示
し
た
る
が
如
〈
、
凶
年
、
背
飲
諒
求
、
庄
屋
に

論

議

第
二
十
一
一
一
巻

(
か
千
五
蹴

豆I
"-，、

七
五
λ

謝
す
る
反
戚
等
で
め
っ

τ、
之
は
他
の
地
方
川
町
一
撲
の
原
闘
ピ
敢
え
て
田
正
る
所
は
な
い
。
之
等
の
Mm
因
は
結
局
農

民
の
租
税
負
備
の
問
題
に
蹄
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
凶
年
ピ

ν
ひ
、
陀
尿
に
謝
す
る
反
戚
ピ
レ
ふ
も
、
農
民
の
経

協
制
的
負
描
闘
力
が
腿
迫
せ
ら
れ
た
か
ら
で
ゐ
る
。
印
も
凶
年

ω絡
め
牧
雄
な
き
に
拘
は
ら
争
、
平
年
に
於
け
る
が
如

き
判
叫
秘
を
訓
臥
せ
ら
れ
、
或
は
秘
税
徴
牧
り
任
に
賞

ι庄
日
出
一
が
不
正
を
働
き
農
民
を
苦
し
め
た
か
ら
で
あ
る
o
徳
川

時
代
の
百
姓
一
授
の
多
く
は
、
農
民
が
政
治
的
支
配
闘
係
に
悲
き

τ起
れ
る
経
済
的
苦
痛
の
脱
却
又
は
艦
械
の
潟

め
に
す
る
も
の
で
ゐ
つ

τ、
主
ご
し
て
財
政
的
負
践
を
中
心
正
し
て
行
は
れ
て
居
る
o

伊
換
の
汀
姓
一
授
も
亦
こ

の
通
則
を
一
不
す
も
の
で
ゐ
る
。
吉
田
、
大
洲
の
紙
専
寅
問
題
よ

h
来
る
一
授
も
、
別
政
的
負
帥
相
秘
誠
運
動
の
一
現

象
に
す
ぎ
す
、
本
質
的
に
他
の
も
の
さ
異
れ
る
原
凶
を
布
す
る
も
の
で
は
な

ν。

第
五

伊
議
百
姓
一
挟
の
顔
品
目
性

百
姓
一
挨
は
同
一
の
場
所
に
於
て
頻
後
す
る
の
特
性
を
有
す
る
己
同
時
仁
、
同
一
の
時
に
於
て
各
地
方
仁
も
後

生
す
る
の
傾
向
を
有
す
。
回
よ
b
百
姓
一
授
は
特
定
地
方
に
於

τ孤
立
的
に
後
生
す
る
も
の
に
し
て
、

一
定
の
時

一
定
の
地
方
に
於
り
る
一
授
が
、
そ
の
前
後
の
時
hxは
他
地
方
の
一
挨
古
漣
絡
せ
る
場
合
は
少
い
の
で
あ
る
が
、

「
一
定
の
事
情
の
下
仁
於

τは
一
定
の
現
象
が
起
る
」
ど
い
ふ
命
題
が
、
百
姓
一
校
仁
於
て
寅
現
さ
れ

τ居
る
の
で



ゐ
る
。伊

鞠
捕
の
百
姓
一
授
は
、

そ
山
り
頻
後
性
を
有
す
る
鮎
に
於
て
最
も
典
型
的
な
る
も
の
で
あ
る
心
之
を
時
間
的
に
見

4
Q

浪。、

亦
地
理
的
に
見
る
b
、
百
姓
一
授
が
一
定
の
密
度
を
形
成
す
る
も

ωな
る
事
を
容
易
に
覗
ふ
執
が
出
来

る
。
卸
も
一
定

ω地
方
に
於

τ
一
授
の
畿
生
せ
る
場
合
に
は
必
ず
や
時
を
同
ふ
し
て
他
の
地
方
に
於
工

一
授
が
後

生
す
る
己
い
ふ
風
に
時
間
的
に
グ
ル
ー
プ
を
な
し
、

又
一
定
の
時
に
於

τ
一
授
の
ゐ
っ
た
場
合
仁
は
、

そ
の
時
の

前
後
に
於

τ、
必
す
や
岡
一
地
域
仁
一
撲
が
級
生

L
て
場
所
的
に
も
グ
ケ
ー
プ
を
な

L
て
居
る
こ
子

事
一
炉
山
家
る
o

而

τか
〈
の
如
き
時
間
的
地
理
的
分
布
は
、
そ
の
時
そ
の
所
の
事
情
に
よ
り
て
具
h
、
従
て
之
に

現
は
る
、
一
授
胡
畿
の
密
度
が
異
る
わ
け
で
ゐ
る
ο

我
々
は
一
授
銅
畿

ω密
度
師
も
分
布
紋
態
仁
よ
っ
て
、
そ
の

時
、
そ
の
腕
を
弾
解
す
る
引
が
出
来
る
の
で
め
る
、
品
臥
仁
晶
君
主
骨
の
斜
め
伊
藤
の
一
挨
分
布
の
密
度
合
時
間
的
地
理

的
の
二
方
面
か
ら
槻
察
す
る
で
あ
ら
う
。

ィ
、
地
理
的
頻
溌
砂
布
の
密
度

伊噛時

ω百
姓
一
授
的
地
理
的
分
布
省
出
血
を
地
問
的
上
に
現
は
し
て
見
る

に
、
宇
和
島
正
松
山
ご
の
問
に
於
り
る
地
域
が
高
き
密
度
を
示
し
‘
特
に
大
洲
務

ω周
囲
に
於
て
品
h
若
L
註
密

度
を
有
す
る
事
は
注
目
す
べ
き
駄
で
ゐ
る
。
而
で
大
洲
の
周
聞
に
頻
畿
せ
し
}
撲
は
そ
の
規
模
小
仁
し
て
逃
散
の

形
態
を
と
れ
る
も
の
が
誌
も
多
い
。
之
ド
説
明
に
謝
し
て
は
充
分
の
資
料
を
快

t
z雌
も
、
余
の
考
ふ
る
所
に
よ

れ
ば
、
松
山
務
や
宇
和
島
滞

ω大
洲
に
接
近
せ
る
地
方

ω農
民
が
大
山
側
傾
に
逃
散
す
る
胡
が
容
易
で
あ
っ
た
か
ら

百旨

量生

F
臨揮の一白世一一跨

第
二
十
三
巻

(
第
五
腕

宜
ヒ
)

七
五
丸



論

議

伊
織
の
百
姓
一
提

第
二
十
三
巻

(
第
五
親

五
λ
)

ヒ
大
O

で
あ
ら
う
。
又
松
山
宇
和
島
問
の
地
帯
が
一
般
に
煩
後
密
度
の
大
な
る
は
、
巳
に
第
問
項
瓜
凶
の
僚
に
於
て
系
闘

ピ
L
て
逃
ぺ
た
る
所
に
よ
っ
て
大
館
J
説
明
し
う
る
ピ
思
ふ
o

例
へ
ば
同
じ
宇
和
島
務
で
ゐ
h
，
乍
ら
そ
の
南
部
地

方
に
於
て
百
姓
一
挨

ω
な
か
っ
た
事
は
、
素
因
論
に
よ
っ
て
解
粋
す
る
の
外
は
あ
る
ま
い
。

口
、
時
間
的
制
後
日
河
北
叩
的
密
皮

天
正
年
中
の
百
姓
一
採
及
び
明
治
時
代
の
一
向
姓
一
撲
を
別
ピ

L
て
、
叫
竹
原

久
米
脳
動
の
起
b
し
嵐
長
五
年
よ
り
千
町
山
一
授
の
慶
勝
二
年
に
至
る
迄
二
百
六
十
七
年
間
を
一
授
州
畿
の
密
度

に
よ
コ

τ凶
別
す
れ
ば
、
大
館
、
慶
長
寛
、
水
、
承
底
究
文
、
鬼
保
明
和
・
天
明
寛
政
、
文
化
山
車
脚
跡
的
五
集
凶
Z
す

る
事
が
出
来
よ
う
。
第
一
期
は
約
三
十
一
年
に
し
て
一
撲
の
同
放
六
で
あ
る
。
之
れ
は
徳
川
幕
府

ω建
設
さ
れ
て

H
A刊
は
伎
(
-
戦
闘
附
代

ω伶
風
が
未
に
失
は
れ
切
ら
凶

ω
ご

新
政
府
に
謝
し
一
1
農
民
が
馴
れ
な
い
事
ご
に
基

闘
す
る
も
の
で
あ
ら
ヲ
。
第
二
期
は
十
九
年
、

一
授
三
回
で
あ
る
。
然
か
も
後
期
ご
の
間
附
が
貨
に
六
十
年

ω長

き
に
迷

L
、
そ
の
聞
は
全
然
一
授
が
脇
田
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
合
せ
て
考
よ
れ
ば
、
期
後
皮
は
極

め
て
少
い
わ
り
で
ゐ
る
。
百
姓
一
校

ω多
少
に
よ
っ
て
枇
曾
の
平
安
り
度
を
計
b
う
る
も
の
ご
ぜ
ば
、
貨
に
こ
の

期
間
は
徳
川
時
代
を
逝

ιて
最
も
大
卒
な
時
で
ゐ
る
o

叉
宵
際
に
於
一
t
徳
川
山
文
物
が
大
に
降
典
し
た
時
代
で
ゐ

っ
た
。
然
る
に
第
三
期
に
至
つ
て
は
四
十
年
聞
に
十
三
回
・
然
か
も
究
期
ピ
の
間
隔
即
も
一
授
の
な
か

h
L時
期

が
僅
か
に
十
四
年
己
な
っ
て
居
る
。
真
に
第
四
期
十
三
年
間
は
後
生
回
数
が
九
回
、
密
度
に
於
て
最
高
に
達
し

た
。
次
で
十
七
年
を
経
て
、
再
び
一
授
が
旗
援
し
、
第
五
期
の
形
成
が
開
始
古
る
、
卸
も
五
十
一
年
間
に
十
五
商



愛
生
し
密
度
に
於
て
第
二
位
で
あ
る
。
而

τ第
五
期
の
苛
姓
一
撲
さ
明
治
初
年
の
百
姓
一
携
ご
は
著
し
〈
そ
の
傾

多
分
に
革
命
的
性
質
を
帯
び
て
ぬ
る
の
は
、
枇
品
目
の
動
指
期
に
殺
生
せ
し
必
然
の
結
川
市
で
ゐ
る
。

今
之
等
各
一
期
に
川
町
け
る
一
授
一
甥
伎
の
省
前
雪
山
総
を
以
C
表
し
う
る
も

ω
ご
せ
ば
.
第
二
期
に
於
て
最
低
空
誌
の

向
が
畿
化
し
、

谷
を
成
し
、

第
四
期
に
於
て
地
高

ω峰
ご
な
b
、
一
見
に
越
減
仁
、

第
五
期

ω谷
よ
り
再
び
山
的
酬
が
上
向
す
。

」

民〉

域
後

ω
げ
は
し
き
上
向

ω
傾
斜
而
に
於
℃
明
治

ω維
新
が
行
は
れ
た
の
で
ゐ
る
。

こ

ω汀
姓
一
授
掛
俊
品
川
線
は
間
早

に
四
凶

ω
一
部
に
於
り
る
一
佼
に
つ
き
工
阪
枕
し
た
る
に
止
h
、
之
を
以
J
L
直

L
に
日
本
会
胞
を
論
断
す
る
事
は

許
苫
れ
な
い
所
で
ゐ
る
が
、
こ
の
箪
純
な
る
一
山
総
に
よ
っ

τも
.
徳
川

ω
中
央
集
権
的
封
建
制
度
り
消
長
ピ
百

姓
一
授
と
が
密
接
な
る
闘
M

加
を
有
す
る
引
を
推
終
す
る
に
雄
〈
な
い
で
ゐ
ら
う
。

第

伊
議
百
姓
一
撲
の
停
播
性

百
姓
一
授
は
一
地
方
に
特
有
な
る
事
情
に
基
ぐ
も
の
な
る
場
合
に
於
工
は
、
体
撤
性
は
秘
め
て
少
い
け
れ
い
と

も
、
由
民
主
範
囲
に
豆
つ

τ
一
決
畿
生
内
素
地
り
培
一
公
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
に
、

毛

ω-
部
に
一
授
が
晶
民
生
す
れ

ば
、
そ
の
偶
括
性
は
強
烈
で
あ
る
の
を
原
則
ぜ
す
o

然
る
に
伊
務
仁
於
て
は
、

一
授
設
住
の
素
地
が
遍
在
し
て
居

る
に
拘
は
ら
守
、

一
授
が
各
地
方
に
侍
揃
せ
し
場
合
は
極
め
て
揃
れ
で
あ
る
o

即
ち
伊
橡
の
百
姓
一
授
は
体
括
性

が
少
か
っ
た
o

大
抵
の

一
授
が
一
局
部
に
限
定
せ
り
れ
、

一
村
限
ふ
り
の
も
の
が
甚
に
多

ν事
は
、
伊
致
百
姓
一
校

i向

J桂

伊
践
の
百
姓
一
換

第
二
十
三
谷

(
第
五
披

五
九

ヒ
大



諭

叢

伊
岨
障
の
百
姓
一
撰

第
二
十
三
巻

(
第
五
批

ハ
O
)

二一、
1
プ

の
旧
制
著
な
る
特
徴
で
あ
る
。
而
て
そ
の
何
故
に
然
る
か
は
容
易
に
説
明
L
得
な
い
り
れ
ど
も
、
私
の
考
へ
で
は
、

こ
の
地
方
の
一
授
が
多
〈
消
秘
的
抵
抗
の
形
式
に
よ

b
L
事
己
密
接

ω闘
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
ご
同
時
仁
、

伊
珠
人
の
胡
他
的
精
一
洲
が
強
(
、
遠
隔
地
の
人
々
己
身
命
を
賄
ー
し
て
共
同
的
に
迩
動
を
企
劃
す
る
が
如
、
喝
さ
事
は
容

易
で
な
か
っ
允
も

ω言
思
は
れ
る
o

従
て
一
の
務
に
一
挨
が
起
つ

τも
他
の
務
が
そ
の
侍
滞
を
政
れ

τ同
問
墳
を
守

av
交
通
を
遮
断
せ
る
が
如
き
場
合
は
殆
ど
な
か
っ
た
事
貨
に
徴
し
、
又
或
地
方
が
一
撲
を
起
し
て
も
地
村
の
者
は

之
を
傍
翻
し
て
居
た
に
徴
し
て
も
、
伊
噛
閣
の
一
授
が
極
め
て
山
間
掛
性
的
少
か
っ
た
事
を
察
す
る
事
が
出
来
よ
う
o

第
七

伊
諜
百
姓
一
撲
の
成
敗

徳
川
時
代
に
於
ー
は
徒
鶏
逃
散
は
重
注
闘
禁
に
し
て
之
が
防
叩
唱
に
釣
し
て
は
棉
々
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
て
居

h
u
o

併
L
前
仁
も
述
べ
た
る
が
如
(
、
百
姓
一
授
が
封
組
制
度
の
下
に
於
て

ωみ
資
生
す
べ
き
現
象
で
あ
っ
て
、

然
か
も
そ
れ
は
封
建
制
度
が
枇
曾
の
生
産
力
守
拘
束
す
る
時
に
起
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
従
F1
百
姓
一
冊
目

の
成
以
も
亦
封
建
制
度
そ
の
も
の
、
推
移
に
よ
う
て
品
鈍
化
す
る
わ
け
で
め
し
り
、
叉
百
姓
一
校

ω形
態
に
よ
っ

τも

具
ら
F
る
を
待
旧
制
。
大
腿
に
於
て
徳
川
時
代
の
初
期
に
は
農
民
共
が
向
ほ
戦
闘
的
士
風
を
有
せ
し
が
矯
め
に
正
々

堂
々
三
戦
ひ
、
従

τ暴
動
に
了
っ
た
場
合
が
多
い
け
れ
ど
も
、
亦
一
方
に
於
て
武
士

ω気
力
が
旺
盛
で
あ
っ
口
、

め
、
結
局
農
民
側

ω敗
退
ピ
な
b
、
主
肢
は
容
れ
ら
れ
十
し

τ、
徒
ら
じ
多
〈
の
犠
牲
者
を
出
L
・
主
謀
者
連
は



惨
酷
な
る
刑
罰
を
受
け
た
o

然
る
に
封
建
制
度
が
欄
熟
し
て
、
崩
壊
の
過
程
を
辿
す
初
め
、
武
士
階
級
の
統
制
力

が
薄
弱
ど
な
り
、
又
農
民
共
も
多
年
の
昔
話
経
験
に
徴
し
て
巧
妙
な
る
戦
略
を
用
ふ
る
に
至
h
τ
は
、
農
民
側
が

勝
利
を
博

L
、
一
授

ω
要
求
は
遥
せ
ら
れ
、
刑
制
も
次
第
に
軽
減
せ
ら
れ
て
居
る
o

之
を
伊
磁
の
百
姓
一
授
に
就

き
て
見
る
も
、
大
髄
布

ω傾
向
士
覗
ふ
事
が
山
来
る
o

暴
動
の
形
式
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
一
授
に
於
て
は
、
主
謀

者
等
は
死
刑
仁
鴎
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し
か
、
る
例
は
極
め
て
少
，
¥
流
刑
に
彪
せ
ら
れ
た
場
合
が
殆

X
そ
の

大
部
分
を
占
め
て
居
品
。
之
れ
は
一
撲
の
大
部
分
が
消
極
的
低
抗
に
よ
っ

τ行
は
れ
た
事
に
版
関
す
る
も
の
ピ
思

は
る
。
併
し
一
授
の
規
模
の
小
な
る
も
の
が
多
い
縛
め
に
・
事
件
が
有
耶
無
耶
の
内
に
弔
ら
れ
て
目
的

ω到
達
苫

れ
い
な
か
っ
た
も
の
が
多
々
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
放
に
泌
一
散
そ
の
も
の
が
常
に
有
放
な
る
戦
略
で
め
っ
た
古
は
い
へ

ぃ
。
逃
散
の
成
否
も
矢
張
り
回
結
が
或
る
一
円
止
の
規
模
を
必
要
正
し
‘
相
蛍
の
抵
抗
力
を
有
す
る
事
を
前
提
保
件

ご
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
言
を
侠
た
ぬ
。

飴

百

以
上
説
明
し
た
る
外
に
も
、
向
ほ
多
〈
の
問
題
が
建
つ

τ居
ょ
う
。
例
へ
ば
一
授
が
如
何
な
る
経
過
舎
辿
っ
た

炉
、
又
そ
の
持
久
性
、

一
投
首
謀
者
の
素
性
等
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
き
て
も
一
々
論
及
す
べ
き
で

ゐ
る
が
、
之
は
煩
に
且
る
を
以
亡
・
本
稿
に
於
て
は
伊
藤
百
姓
一
授
を
大
量
的
に
酬
し
、
之
に
見
は
れ
た
る
特

i苗

議

伊
珠
山
百
姓
二
時

第
二
十
三
谷

相
第
一
力
脱

二
ミ

tJ' 



前

議

伊
均
的
百
姓

J

按

第
二
寸
三
谷

(
停
五
肱

ノ、

) 

七
六
四

質
、
傾
向
を
抽
象
す
る
に
止
め
た
次
第
で
あ
る
。
本
稿
の
取
扱
っ
た
一
授
は
僅
か
伊
珠
一
闘
に
限
ら
れ
て
居
る
じ

す
吉
な
レ
か
ら
.
之
を
以

τ徳
川
時
代
金
値
の
百
姓
一
授
を
類
推
し
、
到
愁
制
度
の
推
移
を
論
断
す
る
事
は
闘
よ

b
戦
々
に
な
し
う
る
所
で
は
な
い
が
、
併
L
伊
議
に
於
て
漣
秘
的
に
百
姓
一
談
り
後
生
せ
る
事
は
、
最
初
に
述
ぺ

た
様
仁
、
百
姓
一
捺
り
類
型
を
鬼
山
す
錦
め
に
は
極
め
て
好
郁
A
H
の
材
料
-
一
じ
ゐ
る
o
伊
噛
閣
の
百
姓
一
地
前
市
民
に
鬼
は

れ
た
る
特
性
は
、

そ

ω湖
特

ω地
方
色
を
表
現
す
る
正
岡
山
に
、
又
徳
川
時
代
百
姓
一
挨
の
-
般
性
が
地
方
化
せ

ら
れ
特
殊
化
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
っ

1
、
之
を
逃
元
し
統
一
す
る
唱
に
よ
っ
て
、
徳
川
崎
代
の
百
姓
一
授
が

枇
曾
史
上
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
か
に
す
る
上
仁
甚
に
有
用
の
事
で
ゐ
る
。
叉
之
E
同
時

仁
他
的
地
方
的
百
剣
一
挨
に
闘
L
て
出
来
る
丈
け
多
〈
の
事
例
を
蒐
集
し
之
を
迷
翻
し
以
工
、
伊
議
官
姓
一
授
の

本
質
を
一
一
盾
一
止
硲
に
隅
明
す
る
の
必
要
の
存
す
る
事
は
言
を
侠
た
前
。
蓋
し
隠
史
に
於
り
る
例
性
は
・

一
般
性
叉

は
普
遍
性
百
全
然
無
関
係
に
特
殊
性
を
表
現
せ
る
も

ωで
は
な
〈

L
て
、
普
遍
性
ご
特
殊
性
子
伊
}
表
一
識
の
閲
係
に

於
て
認
識
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

掛
山
市
川
V

能
史
談
合
長
凶
凶
寺
、
山
透
民
位
、
余
の
耐
究
に
釦
1
て
そ
山
秘
誠
心
文
献
を
提
供
せ
ら
れ
甜
々
の
示
散
を
叫
へ

ιれ
た
。
謹
ん
で
蔀
に

盛
耐
の
躍
を
ま
す
。
倫
最
近
同
氏
よ
り
蛇
仙
せ
ら
れ
た
る
意
見
は
余
u
F
4

引
に
述
べ
た
る
断
と
偶
然
に
も
事
(
心
駄
に
於
て
暗
合
し
た
舟
た
。
一
吉

之
監
断
て
お
〈
。


